
高額療養費の限度
額を超える支払い
が、手続きなしで
免除される。

保険証として
使い続けられる。

マイナンバーカードを使うメリット

マイナンバーカードを申請
・オンライン申請（パソコン・スマートフォンから）
・郵便による申請
・�証明写真機からの申請（対応しているものに限る。）

マイナンバーカードを保険証として利用する方法

マイナンバーカードを保険証として登録
・医療機関、薬局の受付（カードリーダー）で登録
・マイナポータルから登録
・全国のセブン銀行ATMから登録

　令和6年 12月 2日から現行の
保険証は発行されなくなります。
　12月２日以降、保険証利用登
録をしたマイナンバーカードを保
有していない人には、発行済み
の保険証の有効期限が切れる前
に「資格確認書」が交付され、引
き続き医療を受けることができま
す。申請などの手続きは必要あり
ません。
　令和6年 12月 1日までに発行
された保険証は、記載の有効期限
まで利用できます。有効期限の記
載のない場合は発行している保険
者に確認してください。

保険証の発行は
12月１日㈰まで！

より良い医療が
受けられる。

　過去に処方された薬の情報
や健康診断の結果を見られる
ようになるため、身体の状態
やほかの病気を推測して治療
に役立てることができます。
　また、情報提供に同意する
と医師や薬剤師がデータを確
認できるようになるため、よ
り良い医療が受けられます。

　情報提供に同意することで、
オンラインで医療保険資格の
確認ができるようになります。
そのため、限度額適用認定証
などを提示しなくても、高額
療養費制度の限度額を超える
支払いが免除されます。

　就職や転職、引っ越しをし
ても、同じマイナンバーカー
ドを保険証として使い続けら
れます。
※�保険者が変わる場合は、切
り替えの手続きが必要です。

マイナンバーカードが

保険証として
利用できます！

医療機関などを受診の際はマイナンバー
カードを利用してください。

保険証としての登録も
簡単なの～

　保険年金課　☎ 227－ 6071

広報野々市　2024．９月号　89　広報野々市　2024．９月号

区分 採用人数 職務内容 受験資格

行政⑶ １人 主として福祉部門におけ
る事務および専門業務

平成元年４月２日以降に生まれ、社会福祉士の資格を現に
有する人、または令和７年３月 31日までに社会福祉士の
資格を取得する見込みの人

保健師⑴ １人 主として保健衛生におけ
る事務および専門業務

平成元年４月２日以降に生まれ、保健師の免許を現に有す
る人、または令和７年３月 31日までに保健師の免許を取
得する見込みの人

試験区分　令和７年４月１日採用

市ホームページはこちら▶

試験日程　【１次試験】10月６日㈰　【２次試験】11月上旬（予定）
試験会場　市役所
※詳細は市ホームページまたは秘書課

　９月 23 日（月・振休）までに二次元コード　／　 秘書課　☎ 227－6022
令和６年度市職員採用試験（社会福祉士・保健師）

総務課　☎ 227－6051
市総合防災訓練

災害情報を収集できるようにしましょう。防災行政無線、ほっと HOT メールののいち、
Yahoo! 防災速報などで訓練開始を知らせますの
で、次のとおり訓練を実施してください。
①�「しゃがむ、隠れる、じっとする」の安全行動を
とる（約１分間）。
②家庭でできる防災対策を行う。
③町内会が実施する独自訓練に参加する。
④拠点避難所での訓練に参加する。
※�②、③については各町内会、④については各拠点
避難所で内容や実施の可否を決定します。回覧板
やチラシなどを確認してください。

ほっとHOTメール　
ののいち　
登録方法▶

Yahoo! 防災速報　
登録方法▶

防災行政無線の直前の放送内容は、
防災行政無線情報ダイヤルから
☎ 246－1000

　生涯学習課　☎ 227－6117
令和７年成人式～二十歳のつどい～

日 時　令和７年１月 12日㈰ 14:00 開式
場 所　野々市小学校体育館
対 象 平成16年４月２日～平成17年４月１日に生まれた人で
　　　 ①令和６年 10月１日現在、市に住民登録のある人
　　　 ②令和６年 10月２日以降に市内に転入した人
　　　 ③�学業、仕事などで市外に転出した人で式への参加を希望する人
　　　 ※�②・③は二次元コードから参加申し込み要
その他　招待状の発送は 11月中旬の予定です。 申し込みはこちら▶

９月29日㈰8:00に開始します。（市内全域でサイレンが鳴ります。）




